
6名

子ども総合センター　☎03-3602-1386（P.8 ～ 9参照）

年末年始

1か月あたり 7泊以内
（育児疲れは4泊以内）

1か月あたり 7日以内

休業日

（病気・体調不良の場合及び災害時を除く）

　（有償ボランティア）

の間でサポート会員が活動可能な時間

2週間ほどかか
ります。）

利用を申込む場合は、センターに電話予約のうえ来所して、会員登録の手続き
を行ってください。

☆仕事の都合や、出産に伴い保育園や幼稚園などへの子どもの送迎が困難なと
き、代わりに送迎します。
☆学童保育クラブが終わったあとに、子どもを預かります。
☆忙しくて子どもの見守りが必要なとき、一時的に子どもを預かります。

毎に

妊婦さんや

加算

☎03-5650-2424

☎03-5698-4151
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☎03-5698-3216

妊産婦の方（産後1年以内）で、家事援助が必要な方
ひとり親家庭の方（満1歳から小学校6年生まで）で、子どもの送迎や見
守りが必要な方

配偶者（事実婚の関係にあるものを含む）及び生活の本拠を
共にする交際相手からの暴力は重大な人権侵害です。
ひとりで悩まないで相談してみませんか？

　小学校3年生までの児童を扶養しているひとり親家庭等が、日常生活におい

☎03-5698-3216

福祉管理課　地域福祉係　☎03-5654-8244

☎03-5698-2211

☎03-3695-0110
☎03-3607-0110

配偶者等からの暴力相談（DV相談） 要予約
（12/29～1/3）
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所 保育課　入園相談係　☎03-5654-8278

　保護者が次のような要件により、日中家庭で保育ができない0歳から就学前ま
でのお子さんを、保育園等（認可保育園・認定こども園（保育部門）・家庭的保
育事業所・小規模保育事業所）で保育します。

保育園等への入所手続き 保育課　入園相談係　☎03-5654-8278

　毎年10月下旬（予定）に、来年度の「保育施設利用申込案内」を発行します。
区内の認可保育園・認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所や区民
事務所等で配布するほか、区ホームページからもダウンロードできます。入所申
込みに必要な書類や申込締切日などは「保育施設利用申込案内」をご参照ください。

申込み 入所を希望する月の締切日までに、申込書類を提出してください。
保育所等入所申込みと保育の必要性の認定申請を同時に行えます。

利用調整

（選考）

提出された書類により、保育の必要性の認定を行います。
利用調整基準により、利用調整を行い、指数の高い世帯から保育施
設を内定します。

申請は1月入所分まで有効です。
入所希望月の翌月以降に希望施設に
空きが出た場合は、利用調整（選考）
を行います。

保育施設の空き情報は、毎月下旬頃
区ホームページで公開します。
希望施設を変更したい場合は、毎月
の締切日までに「希望園等変更届」
を提出してください。

内定した保育施設で、面接・健康診
断を受けていただきます。

入所決定
認定こども園・家庭的保育事業所・
小規模保育事業所は、保護者と保育
施設で契約を結んでいただきます。

利用者負担額（保育料）を、文書で
通知します。

内定した方には、電話で連絡します。
4月入所は、文書で通知します。

内定した場合

入所できなかった（入所保留）方に
は、入所を希望する最初の月のみ文
書で通知します。

入所保留の場合
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育児休業明けの予約入園 保育課　入園相談係　☎03-5654-8278

　育児休業から職場復帰される時期に合わせて、5月から10月までの入園を事前
に内定する制度です。
　保護者が次の要件をすべて満たす場合、お申込みができます。
　① 区内にお住まいの方（申込日から保育開始日まで継続して葛飾区内に居住し

ていること）
　② 法に基づく育児休業を取得していて、育児休業給付金の受給資格がある方（予

定も含む）
　③ 申し込みをするお子さんの満1歳の誕生日を迎える月までが入園希望月の方

（5月から10月まで）
　④入園月の翌月1日までに職場復帰が可能な方（転職は該当外）
　予約入園の実施園は、0歳児クラスがある区立保育園（一部公設民営園含む）で、
園により予約入園の定員が決まっています。
　予約入園の希望園は1園のみとなります。入園申込みに必要な書類や申込締切
日などは「保育施設利用申込案内」をご参照ください。

認可保育所（認定こども園含む） お問い合わせは各施設へ

　国が定める設置基準を満たし、東京都の認可を受けた保育施設です。設置・運
営形態により、公立、公設民営、私立があります。
　認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育・保育を一体的に行
う施設です。
　0歳～就学前（一部の園を除く）のお子さんの保育を行います。詳細は区ホー
ムページをご確認ください。

家庭的保育事業所 お問い合わせは各施設へ

　国が定める設置基準を満たし、葛飾区の認可を受けた保育事業所です。資格や
経験のある保育者が、保育者の自宅等の家庭的な雰囲気の中で5名以下の0～3歳
未満のお子さんの保育を行います。詳細は区ホームページをご確認ください。

施設案内
家庭的保育事業所（保育ママ）

施設案内
区立保育園（公設民営含む）

施設案内
私立保育園

施設案内
認定こども園
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小規模保育事業所 お問い合わせは各施設へ

　国が定める設置基準を満たし、葛飾区の認可を受けた保育事業所です。原則
19名以下の小さな集団の中で、0～3歳未満のお子さんの保育を行います。区内
の事業所は、配置基準で定められた保育従事者が全て有資格者であるA型の施設
です。詳細は区ホームページをご確認ください。

施設案内
小規模保育事業所

詳細は区ホームページをご確認ください。

ベビーシッター利用支援事業 子育て応援課　子育て応援係　☎03-5654-6357

・待機児童対策
　0歳から2歳児クラスで保育所等の入所
保留となった方等に対して、ベビーシッ
ターの利用料や交通費を一部助成します。

　詳細は区ホームページを
ご確認ください。

・一時預かり支援事業
　未就学児及び小学1～3年生の学童保育
を不承認となった児童を対象として、日
常生活上の突発的な事情により一時的に
東京都の認定したベビーシッターを利用

する場合にその利用料（保育
料）の一部を助成します。
　詳細は区ホームページを
ご確認ください。
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　区内にお住まいの満4歳から小学校就学前までのお子さんが対象です。毎年
11月に翌年4月からの入園を受け付けます。

※水元幼稚園は令和7年4月から北住吉幼稚園に統合します。

保育料：無償（0円）
教材費・PTA会費等は無償化の対象外です。金額は幼稚園にお問い合わせくだ
さい。

03-5654-8459

　幼稚園は、主に3～5歳児のお子さんを対象に、幼児教育を行う施設です。
　幼児期にふさわしい施設、設備、園庭を備え、より良い環境の中で自発的な活
動（遊び）や体験を通して豊かな感性や心と丈夫な身体を育みます。
　詳細は区ホームページをご確認ください。

　保育を希望される方からの保育施設や保育サービス利用・申し込みについての
ご相談に応じたり、在宅で子育てをされる方を応援するための子育て支援事業等
のご案内を行っています。
　また月1回程度子ども未来プラザ鎌倉、子ども未来プラザ西新小岩、子ども未
来プラザ東四つ木で、出張保育アドバイザーを実施しています。詳しくは、保育
課入園相談係にお問い合わせください。
利用時間：土・日・祝日、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時まで
場　　所：葛飾区役所4階401子育て支援窓口
電　　話：03－5654－8567（保育アドバイザー予約専用電話）

保育アドバイザー 保育課　入園相談係　☎03-5654-8278
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